
平成30年4月25日発行 （6）議 会 だ よ り

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

問
空
家
等
対
策
計
画
の
策
定

過
程
を
ど
う
考
え
て
い
る
か
。

答
条
例
の
改
正
案
が
可
決
さ

れ
た
ら
、
新
し
い
条
例
の
内

容
を
計
画
案
に
反
映
さ
せ
た

上
で
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン

ト
を
実
施
し
、
平
成
30
年
度

の
早
期
に
策
定
す
る
予
定
。

問
空
家
等
に
対
す
る
財
政
的

な
施
策
の
考
え
は
ど
う
か
。

答
現
在
検
討
し
て
い
る
空
家

等
対
策
計
画
等
に
基
づ
き
、

公
平
性
や
費
用
対
効
果
な
ど

に
つ
い
て
検
証
し
な
が
ら
、

さ
ま
ざ
ま
な
施
策
に
つ
い
て

検
討
し
て
い
き
た
い
。

　…
…
…
…
…
…
…
…
…

問
空
家
等
の
倒
壊
等
で
人
の

生
命
、
身
体
ま
た
は
財
産
に

危
害
が
及
ば
な
い
よ
う
、
必

要
な
最
小
限
度
の
緊
急
安
全

問
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
に
よ
る

メ
リ
ッ
ト
は
。

答
就
労
定
着
支
援
や
日
常
生

活
支
援
を
よ
り
細
や
か
に
行

う
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

特
に
共
生
型
サ
ー
ビ
ス
で
は
、

措
置
を
行
う
の
は
誰
か
。

答
ま
ず
は
職
員
に
よ
り
措
置

を
行
う
こ
と
を
想
定
し
て
い

る
が
、
職
員
が
措
置
を
行
う

こ
と
が
難
し
い
場
合
は
、
業

者
に
依
頼
し
て
業
者
が
措
置

を
行
う
場
合
も
あ
る
。

　ま
た
、
状
況
に
よ
っ
て
は

改
正
後
の
条
例
の
第
９
条
に

規
定
す
る
協
力
要
請
に
よ
り
、

川
越
地
区
消
防
組
合
に
協
力

を
依
頼
す
る
こ
と
も
考
え
ら

れ
る
。

問
業
者
に
依
頼
す
る
と
き
の

選
定
方
法
は
。

答
業
者
が
措
置
を
行
う
場
合

は
、
緊
急
に
措
置
を
講
ず
る

必
要
が
あ
り
、
入
札
等
を
行

う
い
と
ま
が
な
い
こ
と
か
ら
、

関
係
部
署
と
連
携
し
、
適
切

な
業
者
に
依
頼
す
る
こ
と
を

想
定
し
て
い
る
。

利
用
者
が
65
歳
以
上
と
な
っ

た
場
合
で
も
使
い
慣
れ
た
事

業
所
で
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

し
や
す
く
な
る
と
と
も
に
、

人
材
の
有
効
活
用
を
図
れ
る
。

問
事
業
者
か
ら
の
意
見
は
。

答
「
人
員
配
置
に
関
す
る
基

準
を
明
確
に
し
て
ほ
し
い
」
、

「
日
中
サ
ー
ビ
ス
支
援
型
指

定
共
同
生
活
援
助
の
実
施
に

際
し
、
外
出
や
社
会
活
動
の

機
会
の
確
保
が
必
要
」
等
の

意
見
が
寄
せ
ら
れ
た
。

問
サ
ー
ビ
ス
の
整
備
、
拡
充

問
東
後
楽
会
館
を
廃
止
す
る

理
由
は
。

答
施
設
の
利
用
状
況
か
ら
同

種
の
機
能
を
持
つ
総
合
福
祉

セ
ン
タ
ー
等
既
存
施
設
の
有

効
活
用
で
、
利
用
者
の
受
け

入
れ
が
で
き
る
と
考
え
、
築

年
数
等
を
考
慮
し
、
閉
館
す

る
方
針
と
し
た
。

問
憩
い
の
場
を
失
っ
た
高
齢

者
の
健
康
面
で
の
影
響
は
。

答
健
康
状
態
や
生
活
の
充
実

感
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
の

影
響
が
考
え
ら
れ
、
直
接
的

問
条
例
の
改
正
内
容
は
ど
の

よ
う
な
も
の
か
、
伺
う
。

へ
の
今
後
の
対
応
は
。

答
今
後
も
サ
ー
ビ
ス
内
容
や

基
準
等
に
つ
い
て
、
集
団
指

導
や
説
明
会
を
活
用
し
周
知

を
行
う
。
そ
の
上
で
サ
ー
ビ

ス
の
必
要
性
を
示
し
、
実
施

意
向
の
あ
る
事
業
所
に
対
し
、

個
別
具
体
的
に
対
応
す
る
。

に
ど
の
よ
う
な
影
響
が
出
る

か
、
明
確
に
示
せ
な
い
。

問
東
後
楽
会
館
の
廃
止
で
高

齢
者
福
祉
の
後
退
に
な
る
か
。

答
団
塊
の
世
代
が
75
歳
と
な

る
２
０
２
５
年
を
見
据
え
、

社
会
状
況
の
変
化
に
よ
り
生

じ
る
新
た
な
ニ
ー
ズ
等
に
対

応
し
て
い
く
こ
と
が
、
よ
り

重
要
に
な
る
。
そ
れ
に
沿
っ

た
方
策
で
あ
る
と
考
え
て
お

り
、
市
の
高
齢
者
施
策
の
後

退
に
な
っ
て
い
る
と
は
考
え

て
い
な
い
。

答
介
護
医
療
院
を
本
体
施
設

と
す
る
サ
テ
ラ
イ
ト
型
養
護

老
人
ホ
ー
ム
の
人
員
の
基
準

を
定
め
る
も
の
、
身
体
的
拘

束
等
の
適
正
化
を
図
る
た
め

の
検
討
委
員
会
の
開
催
等
の

必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
で

あ
る
。

問
身
体
的
拘
束
に
対
し
て
、

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の

か
、
伺
う
。

答
身
体
的
拘
束
等
に
対
す
る

国
の
考
え
方
は
、
「
身
体
拘

問
第
７
期
介
護
保
険
料
が
今

回
の
額
に
な
っ
た
背
景
は
。

答
第
７
期
介
護
保
険
料
の
基

準
額
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の

見
込
み
量
等
か
ら
、
保
険
料

で
賄
う
べ
き
必
要
額
を
求
め
、

保
険
給
付
費
等
準
備
基
金
を

活
用
し
算
定
し
た
。
基
金
の

第
６
期
に
積
み
上
げ
た
部
分

を
第
７
期
で
取
り
崩
す
こ
と

で
、
基
準
額
か
ら
１
人
当
た

り
取
り
崩
し
額
７
１
１
円
を

差
し
引
き
、
基
準
額
月
額
を

４
８
８
０
円
と
し
た
。

問
基
金
を
全
額
取
り
崩
さ
ず

約
16
億
円
を
残
す
理
由
は
。

束
ゼ
ロ
へ
の
手
引
き
」
に
よ

る
と
、
拘
束
等
を
さ
れ
る
本

人
に
精
神
的
な
苦
痛
を
与
え

る
だ
け
で
な
く
、
筋
力
等
の

身
体
機
能
の
低
下
を
招
く
こ

と
か
ら
問
題
が
あ
り
、
拘
束

等
を
行
う
ケ
ー
ス
は
極
め
て

限
定
的
に
す
べ
き
と
し
て
い

る
。
市
と
し
て
も
、
安
易
に

身
体
的
拘
束
等
が
行
わ
れ
な

い
よ
う
施
設
を
指
導
す
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

答
第
７
期
で
基
金
を
全
額
取

り
崩
す
と
、
大
幅
な
負
担
軽

減
を
図
れ
る
が
、
第
８
期
以

降
の
給
付
費
の
増
加
分
は
直

接
保
険
料
に
反
映
さ
れ
、
第

１
号
被
保
険
者
の
負
担
が
急

激
に
増
加
す
る
。
基
金
の
目

的
は
、
計
画
期
間
に
お
け
る

財
政
の
均
衡
を
図
る
こ
と
だ

が
、
保
険
料
の
急
激
な
負
担

増
の
抑
制
を
担
う
面
も
あ
り
、

約
16
億
円
を
残
し
た
。

議
案
第
７
号

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
等
の
基
準
条
例
の
一
部
改
正

【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
10
号

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正

【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
14
号

介
護
保
険
条
例
の
一
部
改
正

【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
11
号

養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
等
の
基
準
条
例
の
一
部
改
正

【
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
】


